
 

 

令和 ７ 年度 

 

使用済小型電子機器等（その他）の 

処理単価契約に関する仕様書 

（単価契約） 
 

 

 

 

 

 

（ 番号 ） 

 令和７年度（  ）第２５２７０５号 

 

 

（ 件名 ） 

使用済小型電子機器等（その他）の処理単価契約 

 

 

（ 場所 ） 

伊賀市 奥鹿野 地内 



 

使用済小型電子機器等（その他）の処理単価契約 仕様書 

 
 
第１条 （目的） 

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に基づき、名張市及び伊賀市

青山地区で資源収集されたもの、及び拠点回収や伊賀南部クリーンセンターにおいて不燃

ごみや粗大ごみの処理工程においてピックアップにより回収された使用済み小型電子機器

等（以下「小型家電」という。）を引渡し、適正に再資源化することを目的とする。 
 

第２条 （履行期間） 
この契約の履行期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 
第３条（業務内容） 

受注者は、発注者の保管場所（三重県伊賀市奥鹿野１９９０番地）から受注者の処理施

設までの積込み運搬と再資源化を行うものとする。保管場所の確保のため、業務に支障が

出る恐れがあると発注者が認めた場合や、発注者より引取りの申し出があった場合、受注

者は平日３日以内、または事前調整をしたうえで定期的に延滞無く引取りをしなければな

らない。なお、引取り日時は原則として施設の受付時間内に行う。 
 

・小型家電の種類、搬出予定数量 

別表２のとおりとする  
なお、搬出予定数量は見込であり、増減が生じる場合がある。 

 
・運搬方法                        

輸送区間 車両 
発注者の保管場所 ～ 受注者処理施設 トラック（10t 車以下） 

   
・搬出方法 

発生事由等 搬出場所 方法 
拠点回収により回収した

もの、および施設での受付

や施設搬入分からの対象

物の抜き取り分を含める。 

伊賀南部クリーンセンター内 
ストックヤード 

コンテナまたは積み 
込みにて搬出 
 

 
 ・委託者の作業内容について 
   発注者により回収・分別された小型家電は、予め受注者により所定の位置に設置され

たコンテナに投入するものとし、積込み作業は受注者が行うが、同時に必ず空コンテナ

を設置することとする。ストックヤード内に保管している対象物をホイールローダなど

により積み込みしての搬出も構わないが、発注者所有のホイールローダの操作について

は受注者により行うこととする。搬出時には、コンテナに投入されたもの、または所定

ののみを対象とし、受注者は施設内の他の一切のものを積込み搬出することを禁ずる。 



第４条（計量） 
発注者が引き渡しする小型家電の重量は、発注者または受注者の所有する計量器を用

いて計量したものとする。現状渡しであるため、選別や異物混入の処分を含める。 
 
第５条（報告） 

 受注者が業務を完了した都度、遅滞なく発注者に対して組成分析等実績表を提出する 
ものとする。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき報

告を求めることが出来る。 
 
第６条（契約方法） 

別表１のとおり１ｋｇ当たりの単価契約とする。 
収集状況等により増減が生じる場合があるが、単価の変更は行わない。 

 
第７条（委託料の請求及び支払い） 

 委託料は発注者指定場所からの運搬及び処理に係る費用とする。 
２ 受注者は、毎月初めから月末までの搬入実績量に委託料に定める単価を乗じ、翌月５

業務日までに発注者へ発注者指定の請求書により請求するものとする。 
３ 発注者は、受注者から請求のあった日から３０日以内に、受注者が指定した銀行口座 
に振り込むこととする。 

４ 発注者の都合またはその他の理由により予定数量に示す数量に増減があった場合にお 
いても、受注者は異議なく実搬入量で清算を行うものとする。 

５ 委託料の額が経済情勢の変化等により不相当となった場合は、双方協議の上、これを

改定することができる。 
 
第８条（委託業務の履行義務） 

受注者へ引き渡された小型家電については、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に

関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、その他関係法令を遵守し、自ら

破砕・選別し再資源化事業計画に基づき国内で適切に再資源化を行うとともに、再資源化

の処理過程で発生した廃棄物についても、常に最大の注意をもって受注業務の履行に当た

るものとし、法律を遵守して処理するものとする。 
 
第９条（期間の延長） 

受注者は、天災地変、その他やむを得ない事由により期限内に委託業務を完了すること

が出来ないときは、発注者に対してその事由を記した文書を提出して期限延長の申し出を

することが出来る。この場合は、発注者はその申し出を相当と認めたときは、これを承認

することがある。 
２ 前項の申し出は、期間内にしなければならない。但し、特別の事由のある場合におい

ては、この限りではない。 
 
第１０条（権利及び義務の譲渡） 

受注者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡又は委託してはならない。 
 
第１１条（事故時の措置） 

受注者は、受注業務履行中において重大な事故が発生した時は、直ちに応急の措置を取



るとともに、速やかにその状況を発注者に報告しなければならない。 
 
第１２条（損害賠償） 

 受注者は、次の各号の一の事由による損害を被害者に与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。但し、発注者の責に帰する事由による場合には、この限りではない。 
（１）受注業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたとき。 
（２）契約が解除された場合において、受注者が発注者に損害を与えたとき。 
 
第１３条（再委託の禁止） 

受注者は、本業務を第三者に再委託してはならない。または請け負わせてはならない。 
 
第１４条（守秘義務） 
  引取りを行った小型家電の記録情報については慎重に取扱うとともに、受注者及び発注

者は、本契約履行にあたり知り得た一切の事項を他に漏らしてはならない。また、本契約

の終了後も同様とする。 
 
第１５条（契約の解除） 
  発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができる。この

場合において、受注者は、異議の申し立て及び補償金等の請求はできないものとする。 
（１）受注者の責に帰すべき事由により期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認

められるとき。 
（２）発注者が委託業務を中止し、又は廃止しようとするとき。 
（３）前各号のほか、受注者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができない

と認められたとき。 
 
第１６条（疑義等の決定） 
  この契約書に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、発注者

及び受注者が協議して定めるものとする。 
 
別表 １ 

品  名 形  状 単  位 単  価 
使用済小型電子機器等 

（その他） 現状のとおり １ｋｇ当たり （円） 

 



別表 ２ 
 
小型家電の種類（その他） 

番号 分 類 対象品目（○印） 
１ 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 ○ 
２ 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通信機械器具  
３ ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 ○ 
４ デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコ

ーダーその他の映像用器具 
○ 

（デジタルカメラ除く） 

５ デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気

音響機械器具 
○ 

６ パーソナルコンピュータ※  
７ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置 ○ 
８ プリンターその他の印刷装置 ○ 
９ ディスプレイその他の表示装置※  
１０ 電子書籍端末 ○ 
１１ 電動ミシン ○ 
１２ 電気グラインダー、電気ドリルその他の電気工具 ○ 
１３ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 ○ 
１４ ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 ○ 
１５ 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 ○ 
１６ フィルムカメラ ○ 
１７ ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 ○ 
１８ 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具 ○ 
１９ 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機

械器具 
○ 

２０ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 ○ 
２１ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 ○ 
２２ 電気マッサージ器 ○ 
２３ ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 ○ 
２４ 電気草刈機その他の園芸用電気機械器具 ○ 
２５ 蛍光灯器具その他の電気照明器具 ○ 
２６ 電子時計及び電気時計 ○ 
２７ 電子楽器及び電気楽器 ○ 
２８ ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 ○ 

（ゲーム機除く） 
 
 
 
予定数量 25,000kg／月（300,000kg／年） 
 


